
福井県福井海区　定置漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件
定第１号 株式会社　鷹巣定置 福井県福井市長橋町の地先 次の基点第２１号、（ア）、（イ）および基点第２１号の各点を順次に結んだ線によって囲まれ

た区域
基点第２１号　北緯３６度０７分０７.９秒、東経１３６度０３分０２.８秒
（ア）北緯３６度０７分３９.４秒、東経１３６度０２分１６.８秒
（イ）北緯３６度１７分４２.２秒、東経１３６度１４分３５.２秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第２号

川端元昭　ほか２名 福井県福井市茱崎町の地先

次の基点第２８号、（ア）、（イ）および基点第２９号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点第２８号　北緯３６度０２分４０.７秒、東経１３６度００分４５.０秒
基点第２９号　北緯３６度０２分２４.７秒、東経１３６度００分４０.７秒
（ア）北緯３６度０３分０３.８秒、東経１３５度５９分１７.５秒
（イ）北緯３６度０２分３５.１秒、東経１３５度５９分０９.７秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第３号

山下義弘　ほか６名 福井県丹生郡越前町小樟の地先

次の基点第４１号、（ア）、（イ）および基点第４２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点第４１号　北緯３５度５６分３４.６秒、東経１３５度５９分１２.７秒
基点第４２号　北緯３５度５６分２８.７秒、東経１３５度５９分２０.８秒
（ア）北緯３５度５６分３４.６秒、東経１３５度５８分１２.８秒
（イ）北緯３５度５６分１０.６秒、東経１３５度５８分２３.１秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第５号

山谷芳一　ほか６名 福井県丹生郡越前町米ノの地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）、（カ）、（キ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
（ア）北緯３５度５２分２７.４秒、東経１３６度００分３１.２秒
（イ）北緯３５度５２分２２.６秒、東経１３５度５９分４９.０秒
（ウ）北緯３５度５１分５０.８秒、東経１３６度００分１１.５秒
（エ）北緯３５度５１分５１.６秒、東経１３６度００分１４.５秒
（オ）北緯３５度５２分１３.０秒、東経１３６度００分１３.３秒
（カ）北緯３５度５２分１６.３秒、東経１３６度００分１７.５秒
（キ）北緯３５度５２分１１.４秒、東経１３６度００分２３.９秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第６号

𣘺詰正道　ほか８名 福井県南条郡南越前町糠の地先

次の基点第５４号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）、（カ）、（キ）、（ク）、（ケ）および基点第５４
号の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第５４号　北緯３５度５１分２３.２秒、東経１３６度０１分４７.０秒
（ア）北緯３５度５１分１２.７秒、東経１３６度０１分０５.１秒
（イ）北緯３５度５１分１５.７秒、東経１３６度０１分０３.４秒
（ウ）北緯３５度５１分１５.７秒、東経１３６度０１分００.３秒
（エ）北緯３５度５１分１１.８秒、東経１３６度０１分０１.２秒
（オ）北緯３５度５０分５４.７秒、東経１３６度０１分１４.４秒
（カ）北緯３５度５０分５７.０秒、東経１３６度０１分１７.１秒
（キ）北緯３５度５０分５０.５秒、東経１３６度０１分２１.０秒
（ク）北緯３５度５０分４８.７秒、東経１３６度０１分２４.６秒
（ケ）北緯３５度５１分００.３秒、東経１３６度０１分２５.０秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第７号

中川政則　ほか５名 福井県南条郡南越前町甲楽城の地先

次の基点第５６号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）、（カ）および基点第５６号の各点を順次に
結んだ線によって囲まれた区域
基点第５６号　北緯３５度５０分１６.９秒、東経１３６度０３分０３.０秒
（ア）北緯３５度５０分１６.８秒、東経１３６度０２分５１.０秒
（イ）北緯３５度５０分０４.４秒、東経１３６度０２分１２.７秒
（ウ）北緯３５度５０分０７.０秒、東経１３６度０２分１０.５秒
（エ）北緯３５度５０分０５.８秒、東経１３６度０２分０６.８秒
（オ）北緯３５度５０分０３.４秒、東経１３６度０２分０８.９秒
（カ）北緯３５度４９分４６.５秒、東経１３６度０２分２４.３秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
定第８号

坂下祐二　ほか６名 福井県南条郡南越前町今泉の地先

次の基点第５８号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第５８号の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第５８号　北緯３５度４９分４０.０秒、東経１３６度０３分５８.２秒
（ア）北緯３５度４９分４０.２秒、東経１３６度０３分４２.７秒
（イ）北緯３５度４９分２７.６秒、東経１３６度０３分０４.５秒
（ウ）北緯３５度４９分１１.９秒、東経１３６度０３分１４.２秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第１０
号

坂下祐二　ほか６名 福井県南条郡南越前町河野の地先

次の基点第６１号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第６１号の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第６１号　北緯３５度４８分４２.５秒、東経１３６度０４分３１.０秒
（ア）北緯３５度４８分４５.４秒、東経１３６度０４分２６.８秒
（イ）北緯３５度４８分３９.７秒、東経１３６度０３分４２.９秒
（ウ）北緯３５度４８分２６.２秒、東経１３６度０３分５１.８秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第１１
号

本多孝行　ほか５名 福井県敦賀市元比田の地先

次の基点第６４号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第６４号の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第６４号　北緯３５度４５分５１.０秒、東経１３６度０５分５５.２秒
（ア）北緯３５度４５分４２.４秒、東経１３６度０４分５５.０秒
（イ）北緯３５度４５分２９.０秒、東経１３６度０４分５７.５秒
（ウ）北緯３５度４５分３７.９秒、東経１３６度０５分４３.６秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第１２
号

本多孝行　ほか５名 福井県敦賀市五幡の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
（ア）北緯３５度４２分３９.５秒、東経１３６度０５分０５.８秒
（イ）北緯３５度４２分５９.９秒、東経１３６度０４分５０.４秒
（ウ）北緯３５度４２分４６.０秒、東経１３６度０４分３６.０秒
（エ）北緯３５度４２分３７.０秒、東経１３６度０５分０３.２秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第１３
号

中井健一　ほか５名 福井県敦賀市色浜の地先

次の基点第８２号、（ア）、（イ）および基点第８２号の各点を順次に結んだ線によって囲まれ
た区域
基点第８２号　北緯３５度４３分３３.４秒、東経１３６度０２分１８.０秒
（ア）北緯３５度４３分３１.２秒、東経１３６度０２分３６.１秒
（イ）北緯３５度４３分４３.７秒、東経１３６度０２分３１.１秒

定置漁業

いわし定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第１５
号

刀根和守　ほか５名 福井県敦賀市浦底の地先

次の基点第８７号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第８７号の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第８７号　北緯３５度４４分５５.６秒、東経１３６度０１分５７.３秒
（ア）北緯３５度４４分５４.７秒、東経１３６度０２分１７.２秒
（イ）北緯３５度４５分０２.６秒、東経１３６度０２分１５.２秒
（ウ）北緯３５度４４分５７.１秒、東経１３６度０１分５７.４秒

定置漁業

ぶり定置漁業 10月1日から翌年2月末日
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第１６
号

刀根和守　ほか５名 福井県敦賀市浦底の地先

次の基点第８７号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第８７号の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第８７号　北緯３５度４４分５５.５秒、東経１３６度０１分５７.３秒
（ア）北緯３５度４４分４９.６秒、東経１３６度０２分２８.３秒
（イ）北緯３５度４５分０５.２秒、東経１３６度０２分２６.８秒
（ウ）北緯３５度４４分５７.１秒、東経１３６度０１分５７.４秒

定置漁業

いわし定置漁業 3月1日から9月30日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
定第１７
号

中村一則　ほか４名 福井県三方郡美浜町丹生の地先

次の基点第９７号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および基点第９７号の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点第９７号　北緯３５度４２分４９.７秒、東経１３５度５７分２６.８秒
（ア）北緯３５度４３分０４.７秒、東経１３５度５７分００.６秒
（イ）北緯３５度４３分１０.４秒、東経１３５度５６分３７.１秒
（ウ）北緯３５度４２分４４.５秒、東経１３５度５６分３４.６秒
（エ）北緯３５度４２分４６.６秒、東経１３５度５７分２５.９秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第１８
号

中村一則　ほか４名 福井県三方郡美浜町丹生の地先

次の基点第９８号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第９８号の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第９８号　北緯３５度４１分５９.８秒、東経１３５度５７分３５.８秒
（ア）北緯３５度４１分４８.４秒、東経１３５度５６分４７.０秒
（イ）北緯３５度４１分３３.７秒、東経１３５度５６分５８.２秒
（ウ）北緯３５度４１分５５.０秒、東経１３５度５７分４２.０秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第２０
号

石場强　ほか３名 福井県三方郡美浜町菅浜の地先

次の基点第１１２号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第１１２号の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第１１２号　北緯３５度４０分２８.３秒、東経１３５度５７分４８.６秒
（ア）北緯３５度４０分３３.１秒、東経１３５度５７分４９.９秒
（イ）北緯３５度４０分４７.８秒、東経１３５度５６分４８.４秒
（ウ）北緯３５度４０分３１.０秒、東経１３５度５６分４４.９秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第２１
号

石場强　ほか３名 福井県三方郡美浜町菅浜の地先

次の基点第４３６号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第４３６号の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第４３６号　北緯３５度３９分２３.７秒、東経１３５度５７分４０.４秒
（ア）北緯３５度３９分５１.５秒、東経１３５度５６分０５.２秒
（イ）北緯３５度３９分３５.２秒、東経１３５度５６分０４.３秒
（ウ）北緯３５度３９分１７.５秒、東経１３５度５７分３８.１秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第２２
号

田邉義郎　ほか２名 福井県三方郡美浜町早瀬の地先

次の基点第１３０号、（ア）、（イ）および基点第１３０号の各点を順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点第１３０号　北緯３５度３７分２８.１秒、東経１３５度５４分２０.１秒
（ア）北緯３５度３８分１１.９秒、東経１３５度５４分５４.８秒
（イ）北緯３５度３８分１９.７秒、東経１３５度５４分２８.９秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第２３
号

髙橋武一　ほか４名 福井県三方郡美浜町日向の地先

次の基点第５５９号、（ア）、（イ）、および基点第５５９号の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第５５９号　北緯３５度３７分１０.９秒、東経１３５度５１分３２.７秒
（ア）北緯３５度３７分０９.３秒、東経１３５度５１分５６.５秒
（イ）北緯３５度３７分１７.７秒、東経１３５度５１分５５.１秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第２５
号

髙橋武一　ほか４名 福井県三方郡美浜町日向の地先

次の基点第１３４号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第１３４号の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第１３４号　北緯３５度３７分３１.３秒、東経１３５度５１分１３.６秒
（ア）北緯３５度３８分１３.３秒、東経１３５度５１分３８.６秒
（イ）北緯３５度３８分１８.０秒、東経１３５度５１分１４.５秒
（ウ）北緯３５度３７分３１.５秒、東経１３５度５１分０９.６秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
定第２６
号

髙橋武一　ほか４名 福井県三方郡美浜町日向の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）および（ア）を順次に結んだ線によって囲まれた区域
（ア）北緯３５度３７分５４.８秒、東経１３５度５０分４３.０秒
（イ）北緯３５度３７分５３.１秒、東経１３５度５１分０６.１秒
（ウ）北緯３５度３８分０１.６秒、東経１３５度５１分０４.８秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第２７
号

髙橋武一　ほか４名 福井県三方郡美浜町日向の地先

次の基点第４９９号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、基点第１３５号および基点第４９９号の各点を
順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第１３５号　北緯３５度３８分１６.３秒、東経１３５度５０分２３.３秒
基点第４９９号　北緯３５度３８分１４.２秒、東経１３５度５０分３３.９秒
（ア）北緯３５度３９分００.５秒、東経１３５度５１分１０.１秒
（イ）北緯３５度３９分０６.３秒、東経１３５度５０分４６.７秒
（ウ）北緯３５度３９分０１.７秒、東経１３５度５０分２１.３秒
（エ）北緯３５度３８分１６.６秒、東経１３５度５０分１７.３秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第２８
号

髙橋武一　ほか４名 福井県三方郡美浜町日向の地先

次の基点第５６１号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第５６１号の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第５６１号　北緯３５度３８分２２.５秒、東経１３５度４９分３９.２秒
（ア）北緯３５度３８分３４.１秒、東経１３５度４９分５３.３秒
（イ）北緯３５度３８分３８.８秒、東経１３５度４９分４３.１秒
（ウ）北緯３５度３８分２３.６秒、東経１３５度４９分３７.７秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第３０
号

髙橋武一　ほか４名　 福井県三方郡美浜町日向の地先

次の基点第４９９号、（ア）、（イ）、（ウ）、基点第１３５号および基点第４９９号の各点を順次に
結んだ線によって囲まれた区域
基点第１３５号　北緯３５度３８分１６.３秒、東経１３５度５０分２３.２秒
基点第４９９号　北緯３５度３８分１４.３秒、東経１３５度５０分３３.９秒
（ア）北緯３５度３９分１７.６秒、東経１３５度５０分５１.７秒
（イ）北緯３５度３９分１７.９秒、東経１３５度５０分２０.５秒
（ウ）北緯３５度３８分１６.６秒、東経１３５度５０分１７.３秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第３１
号

前和之　ほか３名 福井県三方上中郡若狭町常神の地先

次の基点第１４０号、（ア）、（イ）、（ウ）、基点第１４１号および（キ）の各点を順次に結んだ線
と御神島最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域ならびに基点第１４１号、（エ）、（オ）、
（カ）および基点第１４１号の各点を順次に結ぶ線によって囲まれた区域
基点第１４０号　北緯３５度３７分４８.０秒、東経１３５度４８分１４.８秒
基点第１４１号　北緯３５度３７分５１.８秒、東経１３５度４８分２２.１秒
（ア）北緯３５度３７分４２.０秒、東経１３５度４８分０６.６秒
（イ）北緯３５度３７分３０.０秒、東経１３５度４８分０２.２秒
（ウ）北緯３５度３７分２４.９秒、東経１３５度４８分２２.５秒
（エ）北緯３５度３７分５４.２秒、東経１３５度４８分４５.４秒
（オ）北緯３５度３８分０１.４秒、東経１３５度４８分４５.１秒
（カ）北緯３５度３７分５７.７秒、東経１３５度４８分２５.８秒
（キ）北緯３５度３７分４８５秒、東経１３５度４８分１６７秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － １２月１６日から翌年３
月
１５日までの間は基点
第
１４１号、（エ）、（オ）、
（カ）および基点第１４１
号
の各点を順次に結ぶ線
によって囲まれた区域
に漁具を敷設してはな
らない。

定第３２
号

藤原新次　ほか４名 福井県三方上中郡若狭町神子の地先

次の基点第１５３号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第１５３号の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第１５３号　北緯３５度３７分１６.６秒、東経１３５度４９分３３.７秒
（ア）北緯３５度３７分１６.２秒、東経１３５度４８分５８.４秒
（イ）北緯３５度３７分０２.０秒、東経１３５度４９分１０.５秒
（ウ）北緯３５度３７分２３.４秒、東経１３５度４９分３６.６秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第３３
号

物部隆弘　ほか４名 福井県三方上中郡若狭町小川の地先

次の基点第４１３号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第４１３号の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第４１３号　北緯３５度３６分２６.０秒、東経１３５度４９分３９.７秒
（ア）北緯３５度３６分２１.６秒、東経１３５度４９分１４.３秒
（イ）北緯３５度３６分０７.８秒、東経１３５度４９分２５.１秒
（ウ）北緯３５度３６分２６.０秒、東経１３５度４９分４１.６秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
定第３５
号

小林数敏　ほか９名 福井県三方上中郡若狭町田烏の地先

次の基点第５５６号、（ア）、（イ）および基点第５５６号の各点を順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点第５５６号　北緯３５度３４分３８.１秒、東経１３５度４８分４０.６秒
（ア）北緯３５度３５分０７.６秒、東経１３５度４８分２６.９秒
（イ）北緯３５度３４分５６.２秒、東経１３５度４８分０９.０秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第３６
号

服部浩治　ほか１１名 福井県小浜市西小川の地先

次の基点第５６２号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第５６２号の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第５６２号　北緯３５度３３分０４.３秒、東経１３５度４６分４９.９秒
（ア）北緯３５度３３分０１.０秒、東経１３５度４６分４９.２秒
（イ）北緯３５度３３分０８.１秒、東経１３５度４７分０７.２秒
（ウ）北緯３５度３３分２０.２秒、東経１３５度４６分５３.７秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第３７
号

服部浩治　ほか１１名 福井県小浜市西小川の地先

次の基点第６０１号、（ア）、（イ）および基点第６０１号の各点を順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点第６０１号　北緯３５度３３分２４.９秒、東経１３５度４６分００.２秒
（ア）北緯３５度３３分３７.３秒、東経１３５度４６分１８.４秒
（イ）北緯３５度３３分４４.３秒、東経１３５度４６分０２.２秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第３８
号

谷久肇　ほか６名 福井県小浜市宇久の地先

次の基点第５６３号、（ア）、（イ）および基点第５６３号の各点を順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点第５６３号　北緯３５度３３分５８.３秒、東経１３５度４５分００.５秒
（ア）北緯３５度３４分０４.２秒、東経１３５度４５分１９.９秒
（イ）北緯３５度３４分１７.８秒、東経１３５度４５分００.４秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第５０
号

鶴田雅人　ほか１７名 福井県小浜市泊の地先

次の基点第１８１号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第１８１号の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第１８１号　北緯３５度３３分３８.７秒、東経１３５度４２分０９.１秒
（ア）北緯３５度３４分０８.６秒、東経１３５度４１分５６.４秒
（イ）北緯３５度３３分５６.８秒、東経１３５度４１分３７.３秒
（ウ）北緯３５度３３分３１.０秒、東経１３５度４２分０５.８秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第５１
号

鶴田雅人　ほか１７名 福井県小浜市泊の地先

次の基点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
（ア）北緯３５度３３分０８.５秒、東経１３５度４１分４２.５秒
（イ）北緯３５度３３分３８.４秒、東経１３５度４１分２９.８秒
（ウ）北緯３５度３３分２５.０秒、東経１３５度４１分０８.６秒
（エ）北緯３５度３３分０７.３秒、東経１３５度４１分４１.０秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第５２
号

有限会社大島定置 福井県大飯郡おおい町大島の地先

次の基点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
（ア）北緯３５度３２分１６.４秒、東経１３５度３８分０６.６秒
（イ）北緯３５度３２分３０.１秒、東経１３５度３８分０９.１秒
（ウ）北緯３５度３３分１２.６秒、東経１３５度３８分０１.８秒
（エ）北緯３５度３３分０７.６秒、東経１３５度３７分４１.６秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
定第５３
号

有限会社大島定置 福井県大飯郡おおい町大島の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
（ア）北緯３５度３１分１０.２秒、東経１３５度３６分４７.４秒
（イ）北緯３５度３２分０８.５秒、東経１３５度３６分１７.３秒
（ウ）北緯３５度３２分００.９秒、東経１３５度３６分０１.１秒
（エ）北緯３５度３１分２３.１秒、東経１３５度３６分２９.７秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第５５
号

若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町和田の地先

次の基点第２４５号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第２４５号の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第２４５号　北緯３５度３０分４４.４秒、東経１３５度３５分５８.１秒
（ア）北緯３５度３０分４６.５秒、東経１３５度３６分０１.１秒
（イ）北緯３５度３１分３４.１秒、東経１３５度３５分２０.４秒
（ウ）北緯３５度３１分２３.１秒、東経１３５度３５分０４.０秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第５６
号

若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町和田の地先

次の基点第３２８号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第３２８号の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第３２８号　北緯３５度３０分０１.６秒、東経１３５度３４分３７.７秒
（ア）北緯３５度３１分１３.４秒、東経１３５度３４分２０.２秒
（イ）北緯３５度３１分１１.５秒、東経１３５度３３分５７.４秒
（ウ）北緯３５度３０分００.９秒、東経１３５度３４分２４.６秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第５７
号

若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町音海の地先

次の基点第２６１号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）および基点第２６１号の各点を順次に結
んだ線によって囲まれた区域
基点第２６１号　北緯３５度３２分０３.７秒、東経１３５度３１分１５.１秒
（ア）北緯３５度３２分０１.８秒、東経１３５度３１分１７.０秒
（イ）北緯３５度３２分０４.６秒、東経１３５度３１分４７.５秒
（ウ）北緯３５度３２分２２.８秒、東経１３５度３１分３８.２秒
（エ）北緯３５度３２分２２.２秒、東経１３５度３１分３３.９秒
（オ）北緯３５度３２分０４.９秒、東経１３５度３１分１３.８秒

定置漁業

いわし定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第５８
号

若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町音海の地先

次の基点第２６２号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および基点第２６２号の各点を順次に結んだ線
によって囲まれた区域
基点第２６２号　北緯３５度３２分４８.５秒、東経１３５度３１分０７.１秒
（ア）北緯３５度３２分５０.２秒、東経１３５度３１分３４.８秒
（イ）北緯３５度３２分５５.４秒、東経１３５度３１分５８.０秒
（ウ）北緯３５度３３分１９.５秒、東経１３５度３１分４２.１秒
（エ）北緯３５度３３分０６.５秒、東経１３５度３１分２４.０秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし

定第６０
号

若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町上瀬の地先

次の基点第２８５号、（ア）、（イ）および基点第２８６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点第２８５号　北緯３５度３３分１８.６秒、東経１３５度２９分０６.３秒
基点第２８６号　北緯３５度３３分２３.０秒、東経１３５度２９分０８.８秒
（ア）北緯３５度３３分１５.８秒、東経１３５度２９分２１.４秒
（イ）北緯３５度３３分２５.２秒、東経１３５度２９分２４.０秒

定置漁業

ぶり定置漁業 1月1日から12月31日まで
令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 － なし


